
治水対策の転換（「流域治水」へ） 

都市計画面からの安全な暮らしの確保 
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はじめに 

このところ、平成 28 年台風第 10 号、平成 30 年 7 月

豪雨、令和元年東日本台風（台風第 19 号）、令和 2 年 7
月豪雨等々、毎年、洪水氾濫や土砂災害などのいわゆる

水災害による多くの犠牲者がでている。心からご冥福を

お祈りしますとともに、今なお復興途上の皆様には心か

らお見舞いを申し上げます。 
今回は、このような水災害から命を守る安全な暮らし

を確保するための取組のうち、都市計画の面からの対策

について整理してみたいと思います。 
 

国土交通省では、気候変動の影響等による水災害の激

甚化・頻発化に対応するため、①氾濫をできるだけ防ぐ、

②被害対象を減少させる、③被害の軽減・早期復旧・復

興、を柱とする「流域治水」の推進を打ち出し、本年 4
月 28 日には「流域治水」関連法が成立している。 

上記、②被害対象を減少させる、は都市計画分野での

対策となるものが多く、具体的には土地利用規制や移転

促進によることとなる。 
  
（１）「安全なまちづくり」が求められる背景 

① 国土構造の脆弱性 

 我が国の国土構造は、全人口の約 7 割が災害リスクの

高いエリアに居住している（令和 3 年版国土交通白書に

ついて P.7；国土交通省総合政策局）など、自然災害に

対して極めて脆弱である。国民の命と暮らしを守るため、

災害リスクに対する脆弱性を克服することは待ったな

しの課題である。 

 

 
② 流域全体での取組の必要性 

 近年の気候変動による水災害リスクの増大に備える

ためには、河川や下水道等の管理者のみならず氾濫域を

含む流域に関わる全ての関係者が主体的に取り組む必

要がある。流域の防災・減災のためのすまい方や土地利

用の観点から、都市計画による被害の軽減策も重要な取

組みとなる。 
（２）「安全なまちづくり」の取組の概要（図１参照） 

（関連法は R.2.6.10 公布、主要部分は R.4.4.1 施行予定） 
① 災害ハザードエリアにおける開発抑制 

災害危険区域や土砂災害特別警戒区域等の災害レッ

ドゾーンでは、都市計画区域全域での宅地等（自己居住

用を除く）に加え、自己の業務用施設（店舗、病院、社

会福祉施設、旅館、ホテル、工場、倉庫等）の開発を原

則禁止する。 
② 立地適正化計画の強化 

都市計画法上の立地適正化計画の居住誘導区域から

災害レッドゾーンを除外する。また、市町村は居住誘導

区域内で行う防災対策・安全確保策を定める「防災指針」

を作成する。 
③ 災害ハザードエリアからの移転の促進 

市町村が主体となって移転者等のコーディネート、移

転に関する具体的な計画作成などを行う。また、防災集

団移転促進事業では 10 戸以上から 5 戸以上に要件緩和

して制度の利用を促す。 
 
 今回は、「流域治水」の取組のうち、都市計画面での

対応（すまい方や土地利用）に絞って若

干の整理を行ってみたものです。国土交

通省では、治水計画をこれまでの「過去

の降雨実績に基づくもの」から「気候変

動による降雨量の増加などを考慮した

もの」に見直すとこととし、「流域治水

プロジェクト」を推進していますが、治

水計画の見直しは画期的なことだと感

じています。 
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 図１「安全なまちづくり」
の取組の概念図 
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